
ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業 

第２回実行委員会 事項書 

 
      日時 平成 20 年９月 24 日（木）19 時～21 時 

         場所 みえ県民交流センター 交流スペース 
 
１ 前回の概要について 

    第１回実行委員会議事録を簡単に確認します。 

 

 

２ 実行委員長、副委員長選出 

    実行委員長１名を選出します。 

    副実行委員長１名又は２名を選出します。 

 

 

３ 本日の議長選出 
    議長を選出します。 

 

４ 事業の目的について 

何のために、誰が、何についてなどを入れて、この事業の目的をより明確にするとい

う前回の宿題について、事務局案をもとに検討します。 
 

 

 

５ 事業の企画について 

事業企画の具体的なアイデア出しをします。 
 

 

 

 

《今後の日程》 

第３回 １０月 ９日（木）１９：００～  
第４回 １０月２０日（月）１９：００～  

  第５回 １１月１３日（木）１９：００～  
第６回 １１月２６日（水）１９：００～  
第７回 １２月 ２日（火）１９：００～  
当日  １２月１３日（土） 



ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業 

実行委員会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 この会は、ＮＰＯ法施行１０周年・みえパートナーシップ宣言１０周年事業実行

委員会（以下「実行委員会」という。）という。 

 

（目的） 

第２条  ＮＰＯ法施行１０周年、みえパートナーシップ宣言１０周年の機会に、これまで

の１０年をふりかえり、今後の１０年を考えるきっかけとするとともに、ＮＰＯ関

係者（企業・行政等を含む）が交流する場をつくることを目的とする。 

 

（構成員） 

第３条 この実行委員会の構成員は、実行委員といい、ＮＰＯに関係する個人・団体（企

業・行政等を含む）とする。 

 

（組織） 

第４条 実行委員会に、次の役員を置く 

    委員長   １名 

副委員長  １名又は２名 

  ２ 委員長は、この実行委員会を代表し、その会務を総理する。 

    副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 委員長及び副委員長は、実行委員の互選とする。 

４ 実行委員会の事務局は、三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室におく。  

  ５ 実行委員会の事務局は、実行委員会の事務を執行し、その責任を負う。 

 

（入退会） 

第５条 実行委員の入会については、特に条件を定めない。 

２ 実行委員として入会しようとするものは、別紙参加申込書を事務局に提出するも

のとする。 

３ 実行委員長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面

をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

４ 実行委員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。 

 

（解散） 

第６条 この実行委員会は、事業実施後解散する。 

 

（その他） 

第７条 この規約に定めのない事項については、実行委員の協議により定めるものとする。 



 

規約第２条（目的） の補足説明 

 

 

ＮＰＯ法施行１０周年、みえパートナーシップ宣言１０周年の機会に、 

これまで１０年で、どのようにＮＰＯ活動が行われてきたか、 

またＮＰＯを取り巻く環境がどうなったか、 

その結果、社会をどう変革させたかを、 

市民活動・ＮＰＯに関わってきた個人・団体（ＮＰＯ、行政、企業等）が、 

ふりかえる。 

 

また、 

市民活動・ＮＰＯに関わってきた個人・団体（ＮＰＯ、行政、企業等）が、 

今後１０年で、どのように社会を変革させていけばいいのか、 

そのために、どのように行動し、どのように公共を担っていくのか、 

具体的に何をするのかを考える。 

 

そのために、まずは、 

ＮＰＯ、行政、企業、大学、市民などが、 

お互いに理解を深める機会とするため、交流する場をつくる。 

 


